
※契約内容の詳細は、各担当課にお問い合わせ下さい。

令和４年10月契約分

NO 契約の名称 契約を締結した日
契約の相手方とした者

の名称及び住所
契約金額 随意契約の相手方の選定理由（適用条項） 担当課

1

（長期継続契
約）マイナン
バーカード交付
補助システム保
守業務

令和4年10月1日
㈱電算　佐久支社
佐久市猿久保742-3
秋山ビル

508,200円
(8,470円/月）

　本業務は、マイナンバーカードの申請及び交付をする際の補助シ
ステムの運用に関連し、機器等の保守を行うもの。
マイナンバーカードにおける業務は基幹系システムとの連携を行う
ため、基幹系に関するシステム及びネットワークの専門的知識が必
要である。
　上記を満たすのは、現行の基幹系システム、ネットワーク及び導
入済み端末等を構築及び運用保守を行っている事業者のみであるこ
とから㈱電算 佐久支社を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

情報政策課

2

令和4年度　佐
久市下水道管理
センター水処理
棟自動火災報知
設備修繕

令和4年10月11日
信州電機㈱
佐久市望月133番地

1,210,000円

　本修繕は、自動火災報知設備の修繕である。火災報知設備の故障
において、防災機能保持する上で、常に稼働できる状態を保たなけ
ればならない設備のため、早急に修繕が必要である。また、消防設
備という特殊設備のため、施工上の経験、知識を特に必要とし、現
場の状況・ケーブル等の配線に精通（台風19号災害において管理セ
ンターの災害復旧工事（電気）で施工業者）している信州電機㈱に
随意契約する。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2,5号）

下水道課

3
令和4年度西屋
敷工業団地排水
ポンプ修繕業務

令和4年10月28日
東亜化工機㈱
長野市西和田2-23-33

6,952,000円

　本業務は、西屋敷工業団地の排水ポンプ場内に設置してある排水
ポンプ本体との着脱機器から腐食等により漏水しているため、修繕
する業務である。
　当該ポンプは、鶴見製作所製であり、ポンプ内には自動運転のた
めの専用回路が組み込まれており、専用回路等の設計に関する詳細
な情報は一般に公開されておらず、鶴見製作所及びその代理店のみ
が取扱い可能である。
　このため、県内唯一の代理店であり、施工可能業者である左記の
業者を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

商工振興課

随意契約の公表一覧表（予定価格５０万円以上）
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4

令和4年度　市
単公園管理事業
平尾山公園エス
カレーター部品
交換修繕

令和4年10月3日

三菱電機ビルソ
リューションズ㈱
関越支社
埼玉県さいたま市大
宮区仲町1-110

6,576,900円

　本修繕は、平尾山公園内にある既設エスカレーターの機能維持を
図る目的で、「光電式自動運転センサー交換、Ｕ/Ｓコントローラー
交換、減速機ギアオイル交換、ディスクブレーキ交換、加圧ロー
ラー・手摺駆動ローラー交換、ウレタンギア交換、ドライブチェー
ン交換（左・右）」を行うものである。エスカレーターの稼働は安
全性が第一であり、わずかな不具合でも人命に係る事故につながる
可能性が高い。エスカレーターを安全に稼働させるためには、本エ
スカレーターの製造、規格及び機器構成に精通していること、ま
た、適正な品質管理が必要であり、さらに、故障等発生時には責任
区分を明確にし、早急な対応が必要となる。他社が本修繕を行い不
具合が生じた場合、施工不良、部品不良、設計不良などの原因究明
及び復旧まで時間を要し、来園者等の利用者に多大な影響を与え
る。
　以上のことから、既設エスカレーターの保守・修繕業務全般を
行っており、機器構成等に精通している三菱電機ビルソリューショ
ンズ㈱関越支社を選定する。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

公園緑地課

5

新型コロナワク
チン追加（オミ
クロン株）接種
券作成等業務

令和4年10月3日
㈱電算　佐久支社
佐久市猿久保742-3
秋山ビル

40,634,000円

　本業務は、現在使用中の健康管理システム（健康かるて）から対
象の住民情報を抽出して作成する必要がある。また、接種券作成後
のワクチン接種管理記録管理も同様のシステム上で行う必要がある
ことから、システムを構築し納入している㈱電算佐久支社を選定す
る。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

健康づくり
推進課

2


